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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，公益財団法人日本測量調査技術協会（APA）

から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経

て，経済産業大臣及び国土交通大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣，国土交通大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の

特許出願及び実用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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序文 

この規格は，2007 年に第 1 版として発行された ISO 19131 及び Amendment 1（2011）を基に，技術的内

容及び構成を変更することなく作成した日本工業規格である。ただし，追補（amendment）については，

編集し，一体とした。この規格は，ISO/TC 211 が関与する種々の地理情報規格を基とした日本工業規格（以

下，地理情報規格シリーズという。）の一つである。 

地理情報規格シリーズは，地球上の位置に直接的又は間接的に関連付けられたオブジェクト又は現象に

関する情報処理技術のための規格であり，河川，道路などに関する様々なデータを電子化し，各種情報処

理の高度化・効率化に適用される。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項であり，文脈上説明

を加えた方が望ましい若しくは国際規格と異なる箇所を明示するためにこの規格で追加している。 

 

データ製品仕様は，データ集合又はデータ集合系列についての，任意の団体による作成，提供及び使用

を可能にする追加情報を附帯した詳細な記述である。データ製品仕様は，データ製品について，それが実

現する可能性のある要件に関する正確な技術上の記述となる。しかしながら，データ製品仕様はデータ集

合がどのようにあるのが望ましいかだけを定義するにすぎない。様々な理由によって，データ集合は，製

品仕様のとおり作成することができないこともある。製品となったデータ集合と一緒に付けるメタデータ

には，製品のデータ集合が実際にどうなっているかを反映することが望ましい。データ製品仕様は，異な

る場面で，異なる団体が，異なる理由で，作成及び使用することができる。データ製品仕様は，例えば，

既存のデータから派生した製品だけではなく，最初の工程であるデータ収集に対しても使用することがで

きる。データ製品仕様は，作成者が自らの製品の仕様を定めるために又は使用者が自らの要件を提示する

ために，作成してもよい。 

この規格の目的は，その他の既存の地理情報規格へ適合するデータ製品仕様を作成するときの実用上の

手引を規定することである。その狙いは，データ製品を規定するために使用する箇条の完全なリストを提

示することである。 

この規格は，既存の規格の一部を参照する。データ製品に含まれるデータを規定する幾つかの箇条は，

同じデータ製品の結果であるデータ集合のメタデータとして使用することもできる。 

作成過程の規定はデータ製品仕様に必要なく，データ製品の結果の規定が必要となる。ただし，データ

製品の記述に必要と判断する場合は，作成及び保守に関する事項を含んでもよい。 

この規格は，データ製品仕様の内容及び構造を示す。 

データ製品仕様に関する事項が，既に別の地理情報規格シリーズの規格で定義されている場合，その地

理情報規格への参照を明示する。 


